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 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２５日 

                         亀山市長  櫻 井 義 之 

亀山市条例第４０号 

 

亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例 

 

 （亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年亀山市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。） 

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加

える。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、 

利用乳幼児に対し、法第３３条の１０

第１項各号に掲げる行為その他当該利

用乳幼児の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 ［略］ 

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、 

利用乳幼児に対し、法第３３条の１０

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼

児の心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 ［略］ 
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２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定

にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

健康診断又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２

条又は第１３条に規定する健康診査を 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定

にかかわらず、児童相談所等における

乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断が行わ

れた場合であって、当該健康診断が利 

いう。同表において同じ。）（以下こ 

の項において「健康診断等」という。） 

が行われた場合であって、当該健康診

断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健

康診断の全部又は一部に相当すると認

められるときは、同欄に掲げる健康診

断の全部又は一部を行わないことがで

きる。この場合において、家庭的保育

事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲

げる健康診断等の結果を把握しなけれ

ばならない。 

児童相談所等にお

ける乳児又は幼児

（以下「乳幼児」

という。）の利用

開始前の健康診断 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する健

康診査 

利用開始時の健

康診断、定期の

健康診断又は臨

時の健康診断 

３及び４ ［略］ 

（職員） 

第２３条 ［略］ 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項 

第１号に規定する家庭的保育者をいう。 

用乳幼児に対する利用開始時の健康診

断の全部又は一部に相当すると認めら

れるときは、利用開始時の健康診断の 

全部又は一部を行わないことができる。 

この場合において、家庭的保育事業者

等は、児童相談所等における乳幼児の

利用開始前の健康診断の結果を把握し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３及び４ ［略］ 

（職員） 

第２３条 ［略］ 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項 

第１号に規定する家庭的保育者をいう。 

以下同じ。）は、市長が行う研修（市
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以下同じ。）は、市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。）を修了した保

育士（三重県が法第１８条の２７第１

項に規定する認定地方公共団体（以下

「認定地方公共団体」という。）であ

る場合には、保育士又は三重県の区域

に係る法第１８条の２９に規定する地 

域限定保育士（以下「地域限定保育士」 

という。））又は保育士と同等以上の

知識及び経験を有すると市長が認める

者であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

（１）及び（２） ［略］ 

３ ［略］ 

（職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、

保育士（三重県が認定地方公共団体で

ある場合には、保育士又は三重県の区

域に係る地域限定保育士。次項におい

て同じ。）、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する小規模保育事業所Ａ

型又は第１６条第１項の規定により搬

入施設から食事を搬入する小規模保育

事業所Ａ型にあっては、調理員を置か

ないことができる。 

２及び３ ［略］ 

（職員） 

長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。）を修了した保

育士又は保育士と同等以上の知識及び

経験を有すると市長が認める者であっ

て、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

（１）及び（２） ［略］ 

３ ［略］ 

（職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、 

保育士、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全

部を委託する小規模保育事業所Ａ型又

は第１６条第１項の規定により搬入施

設から食事を搬入する小規模保育事業

所Ａ型にあっては、調理員を置かない

ことができる。 

 

 

 

２及び３ ［略］ 

（職員） 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事
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第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事

業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。）には、保育士（三重県が認

定地方公共団体である場合には、保育

士又は三重県の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。）その他保

育に従事する職員として市長が行う研

修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（次項において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する小規模保育事業所Ｂ

型又は第１６条第１項の規定により搬

入施設から食事を搬入する小規模保育

事業所Ｂ型にあっては、調理員を置か

ないことができる。 

２及び３ ［略］ 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所

には、保育士（三重県が認定地方公共

団体である場合には、保育士又は三重

県の区域に係る地域限定保育士。次項

において同じ。）、嘱託医及び調理員

を置かなければならない。ただし、調

理業務の全部を委託する保育所型事業

所内保育事業所又は第１６条第１項の

規定により搬入施設から食事を搬入す

る保育所型事業所内保育事業所にあっ 

業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。）には、保育士その他保育に

従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（次項において「保育従事者」と

いう。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模保育事業所Ｂ型

又は第１６条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入する小規模保育事

業所Ｂ型にあっては、調理員を置かな

いことができる 

 

 

 

２及び３ ［略］ 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所

には、保育士、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業

務の全部を委託する保育所型事業所内

保育事業所又は第１６条第１項の規定

により搬入施設から食事を搬入する保 

育所型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 
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ては、調理員を置かないことができる。 

２及び３ ［略］ 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員

が１９人以下のものに限る。次条にお

いて「小規模型事業所内保育事業」と

いう。）を行う事業所（以下この条に 

おいて「小規模型事業所内保育事業所」 

という。）には、保育士（三重県が認

定地方公共団体である場合には、保育

士又は三重県の区域に係る地域限定保

育士。次項において同じ。）その他保

育に従事する職員として市長が行う研

修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（次項において「保育従事者」

という。）、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する小規模型事業所内保

育事業所又は第１６条第１項の規定に

より搬入施設から食事を搬入する小規

模型事業所内保育事業所にあっては、

調理員を置かないことができる。 

２及び３ ［略］ 

   附 則 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型

事業所内保育事業所の職員配置に係る

特例） 

２及び３ ［略］ 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員

が１９人以下のものに限る。次条にお

いて「小規模型事業所内保育事業」と

いう。）を行う事業所（以下この条に 

おいて「小規模型事業所内保育事業所」 

という。）には、保育士その他保育に

従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了し

た者（次項において「保育従事者」と

いう。）、嘱託医及び調理員を置かな

ければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する小規模型事業所内保育

事業所又は第１６条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する小規模

型事業所内保育事業所にあっては、調

理員を置かないことができる。 

 

 

 

２及び３ ［略］ 

   附 則 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型

事業所内保育事業所の職員配置に係る

特例） 

第６条 保育の需要に応ずるに足りる保

育所、認定こども園（子ども・子育て
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第６条 保育の需要に応ずるに足りる保

育所、認定こども園（子ども・子育て

支援法第２７条第１項の確認を受けた

ものに限る。）又は家庭的保育事業等 

が不足していることに鑑み、当分の間、 

第２９条第２項各号又は第４４条第２

項各号に定める数の合計数が１となる

ときは、第２９条第２項又は第４４条

第２項に規定する保育士（三重県が認

定地方公共団体である場合には、保育

士又は三重県の区域に係る地域限定保

育士。以下この条において同じ。）の

数は１人以上とすることができる。た

だし、配置される保育士の数が１人と

なるときは、当該保育士に加えて、保

育士と同等の知識及び経験を有すると

市長が認める者を置かなければならな

い。 

第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、

第２９条第２項又は第４４条第２項に

規定する保育士（三重県が認定地方公

共団体である場合には、保育士又は三

重県の区域に係る地域限定保育士。以

下この条において同じ。）の数の算定

については、幼稚園教諭若しくは小学

校教諭又は養護教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和２４年法律第１４７

号）第４条第２項に規定する普通免許

支援法第２７条第１項の確認を受けた

ものに限る。）又は家庭的保育事業等 

が不足していることに鑑み、当分の間、 

第２９条第２項各号又は第４４条第２

項各号に定める数の合計数が１となる

ときは、第２９条第２項又は第４４条

第２項に規定する保育士の数は１人以

上とすることができる。ただし、配置 

される保育士の数が１人となるときは、 

当該保育士に加えて、保育士と同等の

知識及び経験を有すると市長が認める

者を置かなければならない。 

 

 

 

 

第７条 前条の事情に鑑み、当分の間、

第２９条第２項又は第４４条第２項に 

規定する保育士の数の算定については、 

幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養

護教諭の普通免許状（教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）第４条 

第２項に規定する普通免許状をいう。） 

を有する者を、保育士とみなすことが

できる。 
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状をいう。）を有する者を、保育士と

みなすことができる。 

第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分

の間、１日につき８時間を超えて開所

する小規模保育事業所Ａ型又は保育所

型事業所内保育事業所（以下この条に

おいて「小規模保育事業所Ａ型等」と

いう。）において、開所時間を通じて

必要となる保育士（三重県が認定地方

公共団体である場合には、保育士又は

三重県の区域に係る地域限定保育士。

以下この条において同じ。）の総数が

当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利

用定員の総数に応じて置かなければな

らない保育士の数を超えるときは、第

２９条第２項又は第４４条第２項に規

定する保育士の数の算定については、

保育士と同等の知識及び経験を有する

と市長が認める者を、開所時間を通じ

て必要となる保育士の総数から利用定

員の総数に応じて置かなければならな

い保育士の数を差し引いて得た数の範

囲で、保育士とみなすことができる。 

第９条 前２条の規定を適用するときは、 

保育士（法第１８条の１８第１項の登

録を受けた者をいい、第２９条第３項

若しくは第４４条第３項又は前２条の

規定により保育士とみなされる者を除

く。）又は地域限定保育士を、保育士

第８条 附則第６条の事情に鑑み、当分

の間、１日につき８時間を超えて開所

する小規模保育事業所Ａ型又は保育所

型事業所内保育事業所（以下この条に

おいて「小規模保育事業所Ａ型等」と

いう。）において、開所時間を通じて

必要となる保育士の総数が当該小規模

保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総

数に応じて置かなければならない保育

士の数を超えるときは、第２９条第２

項又は第４４条第２項に規定する保育

士の数の算定については、保育士と同

等の知識及び経験を有すると市長が認

める者を、開所時間を通じて必要とな

る保育士の総数から利用定員の総数に

応じて置かなければならない保育士の

数を差し引いて得た数の範囲で、保育

士とみなすことができる。 

 

 

 

第９条 前２条の規定を適用するときは、 

保育士（法第１８条の１８第１項の登

録を受けた者をいい、第２９条第３項

若しくは第４４条第３項又は前２条の

規定により保育士とみなされる者を除

く。）を、保育士の数（前２条の規定

の適用がないとした場合の第２９条第

２項又は第４４条第２項により算定さ
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又は地域限定保育士の数（前２条の規

定の適用がないとした場合の第２９条

第２項又は第４４条第２項により算定 

されるものをいう。）の３分の２以上、

置かなければならない。 

れるものをいう。）の３分の２以上、

置かなければならない。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の一部改正） 

第２条 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例（令和６年亀山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分を加える。 

改正後 改正前 
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（経過措置） 

２ 保育士（三重県が法第１８条の２７

第１項に規定する認定地方公共団体 

（次項において「認定地方公共団体」

という。）である場合には、保育士又

は三重県の区域に係る法第１８条の２

９に規定する地域限定保育士（次項に 

おいて「地域限定保育士」という。）） 

及び保育従事者の配置の状況に鑑み、

保育の提供に支障を及ぼすおそれがあ

るときは、当分の間、この条例による

改正後の亀山市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例

第２９条第２項、第３１条第２項、第

４４条第２項及び第４７条第２項の規 

定は、適用しない。この場合において、 

この条例による改正前の亀山市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例（次項において「令和

６年改正前条例」という。）第２９条

第２項、第３１条第２項、第４４条第

２項及び第４７条第２項の規定は、こ

の条例の施行の日以後においても、な

おその効力を有する。 

３ 前項の規定によりなおその効力を有 

（経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況     

に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすお

それがあるときは、当分の間、この条

例による改正後の亀山市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第２９条第２項、第３１条第

２項、第４４条第２項及び第４７条第

２項の規定は、適用しない。この場合

において、この条例による改正前の亀

山市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例第２９条第

２項、第３１条第２項、第４４条第２

項及び第４７条第２項の規定は、この

条例の施行の日以後においても、なお

その効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［項を加える。］ 

するものとされる令和６年改正前条例

第２９条第２項、第３１条第２項、第

４４条第２項及び第４７条第２項の規

定中「保育士」とあるのは、「保育士
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（三重県が認定地方公共団体である場

合には、保育士又は三重県の区域に係

る地域限定保育士）」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


